
学校開放・町体育施設用
公共施設予約サービス利用手順

【簡易マニュアル】

垂井町教育委員会 生涯学習課
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１．アカウント登録方法
２．施設予約方法
３．運用方法
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ログイン画面用 URL・QRコードから
「岐阜県公共施設予約サービス」へ

https://yoyacool.e-harp.jp/gifu

QRコード

URL
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１．アカウント登録

「アカウント登録」をクリック
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１．アカウント登録

規約を確認し、「同意する」クリック
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１．アカウント登録（登録者情報）

左記を入力
IDとパスワードは
ログインする際に
必要になります。

下に続きます。
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１．アカウント登録（利用者区分、団体情報）

個人ではなく
必ず「団体」を選択

団体名については
略さず正式名を入力

すべて入力できたら
「次へ」をクリック
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１．アカウント登録（連絡先の指定、代表者情報）

予約される方が団体の代表
の場合は「代表者」を選択
代表者以外が予約される場
合は「副責任者(担当者)」
を選択

団体の代表者の情報を入力

下に続きます。
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１．アカウント登録（連絡先の指定、代表者情報）

団体の代表者の情報を入力

連絡先の指定で代表者を選択
の場合は「確認」をクリック
副責任者を選択の場合は下に
続きます
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１．アカウント登録（副責任者（担当者）情報）

副責任者(担当者)の
情報を入力

「確認」をクリック
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１．アカウント登録（内容の確認）

入力情報を確認

問題なければ「確認コード
送信」をクリック
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１．アカウント登録

登録したメールアドレスに
確認コードを入力し、
「次へ」をクリック
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１．アカウント登録

問題がなければアカウント
登録が完了です。
印刷や確認をしたい場合は
左記を選択してください。
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２．施設予約

「ログイン」をクリック
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２．施設予約

アカウントのIDとパスワードを入力し、
「ログイン」をクリック
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２．施設予約

利用を希望する施設名等を入力し、
「検索」をクリック
下記のようにキーワードを入れて検
索も可能です。
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２．施設予約

「空き状況」をクリック
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２．施設予約

希望日をクリック
○になっている日は予約可能です。

18



２．施設予約

希望される時間帯をクリック
選択した箇所は色が変わります。
○になっている日は予約可能です。

「２週間分を比較」をクリックす
ると２週間分表示されますので
複数使用される場合はこちらを
クリック

19



２．施設予約

２週間分を表示すると左記のとおり
表示されます。
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２．施設予約

入力を行うと選択箇所の色が変わり
ます。
正しく表示されていれば「確認」を
クリック
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２．施設予約

表示されているものを確認し、間
違いがなければ「予約申込へ」を
クリック
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２．施設予約

利用目的、利用人数を入力
利用料が表示されます。

入力後、「支払方法へ」をクリック
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２．施設予約

複数予約されている場合は「次を入
力」をクリックし、続けて入力してく
ださい。
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２．施設予約(不破中グラウンド照明利用)

利用目的、利用人数を入力
し、下に進む
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２．施設予約(不破中グラウンド照明利用)

「備品を追加」をクリック
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２．施設予約(不破中グラウンド照明利用)

照明のチェックボックスに
チェックを入れ、
「選択」をクリック
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２．施設予約(不破中グラウンド照明利用)

照明を利用する時間帯を入力
し、「追加」をクリック
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２．施設予約(不破中グラウンド照明利用)

金額を確認し、「支払方法へ」をクリック
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２．施設予約

支払方法の選択は必要ないので
「確認」をクリック
※利用料が発生する場合はここ
に記載されます。
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２．施設予約

最終確認をする
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２．施設予約

注意事項を確認し、
チェックボックスをクリック

確認後「申込確定」をクリック
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２．施設予約

仮予約完了です。
入力期間が終わり次第、町で
審査し、予約が確定します。
取り消しは確定前であれば
自由にできます。

申込状況の確認や続けて予約
したい場合は左記をクリック
し、進んでください。
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３．運用方法
○対象施設

・垂井小学校体育館
・東小学校体育館
・宮代小学校体育館
・表佐小学校体育館
・合原小学校体育館
・府中小学校体育館
・岩手小学校体育館
・不破中学校体育館、格技場、グラウンド、クラブハウス
・北中体育館、北柔剣道場、グラウンド
・南体育館
・北部グラウンド

○利用者の条件
・垂井町内に在住、在勤又は在学する者１０人以上で構成し、かつ、当該団体に監督者とし

て成人が含まれている団体
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３．運用方法
○アカウント登録について
・アカウントの登録は各団体２アカウントまでとします。
・代表者の変更があった場合は、速やかに町に団体登録申請書を提出してください。

○施設予約について
・施設予約は２４時間入力が可能です。
・予約時期

当月の予約申込みは翌月の施設利用分を行い、先着順とします。
※ただし、これまでの調整会議において調整済みの使用日時を原則とします。

予約開始時間は０時からになります。
毎月11～15日 補助団体（体育協会、スポーツ少年団等）
毎月16～20日 一般団体
毎月21、22日 自由予約期間
予約期間後、メールにて利用許可をします。
23日以降の予約は、生涯学習課の窓口で対応します。

・毎年度、３月末までに新年度分の団体登録申請書の提出をお願いします。申請書に基づき、
施設利用団体として許可します。申請書の提出がないと施設予約ができません。
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３．運用方法

○利用料の納入について
・利用料が発生した場合は、町から送付される納付書により、速やかに納入してください。

○予約のキャンセルについて
・利用許可後のキャンセルは生涯学習課まで報告してください。当日のキャンセルにおいて

は各団体から管理人に直接連絡してください。

○問い合わせ先
垂井町教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係

電話：０５８４－２２－１１５４(直通) 
E-mail：syougaku@town.tarui.lg.jp

○問い合わせについて
・ご不明な点等ありましたら、役場開庁日の平日８：３０～１８：１５の間に下記問い合わ

せ先までご連絡ください。
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